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板橋区景観表彰制度実施要綱 新旧対照表 

 

改正後 改正前 

○板橋区景観表彰制度実施要綱 ○板橋区景観表彰制度実施要綱 

  

令和元年６月24日区長決定 令和元年６月24日区長決定 

令和５年10月２日区長決定     〔追加〕     

 

 

 

 

（目 的） （目 的） 

第１条 この要綱は、東京都板橋区景観条例（平成23年板橋区条例第９

号。以下「条例」という。）第28条に基づき、良好な景観の形成に寄与

していると認められる建築物やまちづくり活動などに対し表彰を行うこ

とにより、景観まちづくりに対する区民の意識の高揚を図るとともに、

良好な景観の形成の推進に資することを目的とする。 

第１条 この要綱は、東京都板橋区景観条例（平成23年板橋区条例第９

号。以下「条例」という。）第31条に基づき、良好な景観の形成に寄与

していると認められる建築物やまちづくり活動などに対し表彰を行うこ

とにより、景観まちづくりに対する区民の意識の高揚を図るとともに、

良好な景観の形成の推進に資することを目的とする。 

  

（賞の名称） （賞の名称） 

第２条 表彰の種類は、次のとおりとする。 第２条 表彰〔追加〕は、板橋区景観賞と称する。 

（１）板橋区景観賞   〔追加〕   

（２）板橋区景観審議会奨励賞   〔追加〕   

  

（表彰対象） （表彰対象） 

第３条 表彰は、板橋区景観計画を踏まえ、板橋区内の良好な景観の形

成に寄与していると認められる次の各号のいずれかに該当するものを対

象として実施する。 

第３条 表彰は、板橋区景観計画を踏まえ、板橋区内の良好な景観の形

成に寄与していると認められる次の各号のいずれかに該当するものを対

象として実施する。 

（１）表彰を行う年度の前年度までに条例第21条の規定による行為完了

の報告がなされた建築物等の所有者、事業者（条例第２条第５号に規

定する事業者をいう。以下同じ。）及び設計者 

（１）表彰を行う年度の前年度までに条例第21条の規定による行為完了

の報告がなされた建築物等の所有者、事業者（条例第２条第５号に規

定する事業者をいう。以下同じ。）及び設計者 

（２）継続的に良好な景観の形成に寄与していると認められる建築物等

の所有者やまちづくり活動の主体である個人、団体又は事業者で、自

（２）継続的に良好な景観の形成に寄与していると認められる建築物等 
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改正後 改正前 

薦又は他薦により別記様式にて応募のあったもの（概ね10年以上の築

年数または活動年数のものとし、その間の維持管理・活動等が適切に

行われているもの、地域の身近な景観として定着したもの等とす

る。） 

の所有者やまちづくり活動の主体である個人、団体又は事業者で、自

薦又は他薦により別記様式にて応募のあったもの   〔追加〕    

（３）その他区長が表彰をするに値すると判断したもの （３）その他区長が表彰をするに値すると判断したもの 

  

（選定及び選定基準） （選定及び選定基準） 

第４条 板橋区景観賞の表彰候補は、別表の左欄に掲げる区分に応じ、

同表の右欄に掲げる審査項目により選定〔削除〕するものとする。 

第４条   〔追加〕  表彰候補は、別表の左欄に掲げる区分に応じ、

同表の右欄に掲げる審査項目により選定及   するものとする。 

２ 板橋区景観審議会奨励賞の表彰候補は、前項により選定されたもの

を除き、板橋区内の良好な景観の形成への寄与がより一層期待されるも

のを選定するものとする。 

  〔追加〕   

  

（表彰候補の選定） （表彰候補の選定） 

第５条 区長は、第３条第１号に該当する表彰候補の選定にあたり、あ

らかじめ条例第17条の規定による板橋区景観アドバイザーの意見を聴く

ものとする。 

第５条 区長は、第３条第１号に該当する表彰候補の選定にあたり、あ

らかじめ条例第17条の規定による板橋区景観アドバイザーの意見を聴く

ものとする。 

  

（選 考） 

第６条 区長は、表彰の決定にあたり、あらかじめ条例第31条第１項の

規定による東京都板橋区景観審議会に諮るものとする。 

２ 区長が特に板橋区内の良好な景観の形成に寄与していると認めるも

のは、大賞とすることができる。 

（選 考） 

第６条 区長は、表彰の決定にあたり、あらかじめ条例第33条第１項の

規定による東京都板橋区景観審議会に諮るものとする。 

２ 区長が特に板橋区内の良好な景観の形成に寄与していると認めるも

のは、大賞とすることができる。 

  

（賞の授与） 

第７条 区長は、板橋区景観賞の受賞者に対し、表彰状〔削除〕を授与

し、併せて銘板等を贈呈する。 

２ 東京都板橋区景観審議会の会長は、板橋区景観審議会奨励賞の受賞

者に対し、表彰状を授与する。 

（賞の授与） 

第７条 区長は、板橋区景観賞の受賞者に対し、表彰状等  を授与 

する。 

  〔追加〕   
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改正後 改正前 

  

（公 表） 

第８条 表彰の結果は、景観まちづくりの普及・啓発のため広く公表す

る。 

（公 表） 

第８条 表彰の結果は、景観まちづくりの普及・啓発のため広く公表す

る。 

  

（事務の処理） 

第９条 この要綱に関する事務は、都市整備部都市計画課が行う。 

（事務の処理） 

第９条 この要綱に関する事務は、都市整備部都市計画課が行う。 

  

（委 任） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、都市整備部長

が別に定める。 

（委 任） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、都市整備部長

が別に定める。 

  

付 則 

この要綱は、令和元年６月24日から施行する。 

付 則 

この要綱は、令和元年６月24日から施行する。 

  

付 則 

この要綱は、令和５年10月２日から施行する。 

  〔追加〕   
  〔追加〕   

  
 


